
　

第72回定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

　

会 社 の 体 制 及 び 方 針

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

( 2020 年 ４ 月 １ 日 か ら 2021 年 ３ 月 31 日 ま で )

株式会社イトーヨーギョー
　

法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ホームペ

ージに掲載することにより、株主の皆様にご提供しております。

　

　



会社の体制及び方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するため、「内部統

制システムに関する基本方針」を以下のとおり整備し、会社の業務の適法性・効率

性の確保並びにリスクの管理に努めます。また、必要に応じて見直しを行い、実効

性のある体制の構築に努めます。

(1) 当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

① 当社のすべての取締役及び使用人は、企業理念及び社是に基づいた行動を行

い、法令・社会規範を遵守するとともに、「取締役会規程」その他関連規程を制

定し、実効性ある内部統制システムの構築に努めております。

② 当社は監査役制度を採用し、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出

席するほか、「監査役会規程」に基づき、内部統制システムの有効性と機能を監

査し、不正の発見・防止及びその是正を行っております。

③ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、社会的信頼の維持

及び業務の公正性を確保するためのコンプライアンス体制の基礎として、当社

代表取締役社長を議長とする「コンプライアンス推進チーム」及び「クロス・

ファンクショナル・チーム」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審

議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、当社の取締役及

び使用人への啓蒙・教育を行っております。

④ 内部監査部門として、業務執行ラインから独立した当社代表取締役社長直轄

の監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき、当社各部門の業務執行及びコン

プライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を当社代表取

締役社長へ報告を行っております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 法令及び「取締役会規程」の定めるところに従い、取締役の職務の執行に係

る取締役会の議事録を作成し、適切に保管・管理しております。

② 各部署の業務遂行に伴って「職務権限規程」に従って決裁される案件は、電

子システムあるいは書面によって決裁し、適切に保管・管理しております。

③ 管理部を主管部署として秘匿管理に配慮した厳格な保管・管理を行い、取締

役、監査役等から業務上の必要により閲覧の申請があった場合には、閲覧でき

る仕組みとしております。

④ 「文書管理規程」、「情報システム管理規程」等を定め、これに基づき情報を保

管・管理するものとし、管理水準の向上を図っております。
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(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等を整備し、取

締役及び使用人の権限と責任を明確に定めるとともに、これに基づくリスク管

理体制を構築することにより、リスクの発生率低減を図るとともに、リスクを

早期に発見し、必要な対策を検討・実行することにより、万一発生したリスク

の会社に与える被害の最小化に努めております。

② 当社において、全社的・組織横断的なリスクのマネジメントについては、当

社代表取締役社長を本部長とした経営管理本部を管理責任部門として任命し、

関連部署は担当取締役とともにリスク管理体制を構築するとともに、その責任

のもと、リスク管理マニュアルを策定する等の具体的対策に努め、必要に応じ

て第三者の助言を求めて迅速な対応を行っております。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、取締役会を設置し、「取締役会規程」に基づき、会社の重要な業務執

行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行っております。また、取締

役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、社外取締役を継続的に選

任し、公正かつ適正に業務を執行しております。

② 当社は、効率的で機動的な経営を行うための基礎として、原則として取締役

会を月１回開催するほか、取締役会の構成は小規模なものとし、業務執行につ

いては明確な形で執行役員及び使用人に権限を委譲しております。

③ 取締役会は、中期経営計画及び各年度の予算を定め、達成すべき目標を明確

化し、その目標達成のために毎事業年度ごとの重点課題及びその実施計画を立

案・実行し、その進捗状況の管理を行っております。

④ 取締役会の決定に基づく職務執行は、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職

務権限規程」に基づき、責任と権限を明確に定めるとともに、効率的に執行で

きる体制としております。

⑤ 取締役の監督機能と業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入し、

「執行役員規程」に基づき、意思決定の迅速化と責任の明確化を推進しておりま

す。

⑥ 当社は、取締役及び執行役員等で構成する「情報ブリーフィング」を定期的

に開催し、業務執行上の重要課題について報告を行っております。

(5) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する必要が生じた場合、又

は監査役から要請がある場合には、当社代表取締役社長と協議の上、監査役の

職務を補助する使用人を選任し、監査業務に必要な事項を命令することができ

ます。また、必要に応じて管理部に所属する者も職務の補助にあたるものとし

ております。
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② 選任期間中の当該使用人に対する指揮権は監査役に移譲され、その命令に関

して取締役の指揮命令は受けないものとしております。当該使用人の任免・異

動・人事評価については、監査役と事前に協議を行い、承認を得た上で決定す

るものとしております。

③ 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務の補助を優先

するものとしております。

(6) 当社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 当社の取締役及び使用人等は、「監査役会規程」に基づき、監査役から業務の

執行状況について報告を要請された場合、迅速に報告及び情報提供を行ってお

ります。

② 当社の取締役及び使用人等は、当社の経営に重大な影響を及ぼす又はそのお

それのある法令、定款違反などの事実を発見した場合、その他監査役に報告す

べきものと定めた事項が発生したときは、遅滞なく監査役に報告するものとし

ております。また、上記に係わらず、監査役はいつでも必要に応じて当社の取

締役及び使用人等に対して報告を求めることができます。

③ 当社監査役へ報告を行った当社の取締役及び使用人等に対し、不正な目的で

通報を行った場合を除き、報告したことを理由として不利な取扱いを行うこと

を一切禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人等に周知徹底しております。

④ 当社の監査役は、取締役の意思決定に関し善管注意義務・忠実義務等の履行

状況を監視・検証するため、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、

稟議書、契約書等の業務執行に係る重要な文書については監査役の判断に基づ

き随時閲覧できるものとし、必要があると認められるときは、当社の取締役及

び使用人等に説明を求めるとともに意見を述べております。

(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役のうち半数以上を社外監査役とし、独立性を強化しております。監査

役は定期的に監査役会を開催し、監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を

共有するとともに、必要に応じて随時協議を行っております。

② 監査役は、代表取締役社長、内部監査人及び会計監査人それぞれとの間で定

期的に意見交換会を開催するものとし、必要に応じて弁護士、公認会計士、コ

ンサルタントその他外部アドバイザーを任用しております。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し必要な費用の前払又は償還等

の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合

を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
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(9) 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

① 当社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令

等に基づき「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、有効かつ適切な

内部統制の整備及び運用する体制を構築しております。

② すべての取締役及び使用人は、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活

動」「情報と伝達」「モニタリング（監視活動）」「ＩＴ（情報技術）への対応」

の６つの基本的要素を業務に取り込み、その体制について適正に機能すること

を継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととしております。

(10) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概

要は、以下のとおりであります。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は書面決議を除き８回開催しました。

その他、監査役会は電話会議を除き６回、コンプライアンス体制の基礎となる

クロス・ファンクショナル・チーム会議は１回開催いたしました。また、警察

との連携強化、反社会的勢力に関する情報収集を図るため、企業防衛対策協議

会の定例会議にも参加しております。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づく監査を行うとともに、

当社代表取締役社長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で意見を交換

し、各事業所を視察する等の情報交換を図っております。

③ 監査室は、「監査計画書」や「Ｊ－ＳＯＸ基本方針書」に基づき、当社の各部

門の業務執行及び業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは、毅

然とした態度で臨み、取引関係その他の一切の関係を排除すること、それらの

行動を助長するような行為を行わないことを基本方針としております。また、

管理部を統括部門として、企業防衛対策協議会への加盟、弁護士、警察等の社

外の専門家や関係機関等と連携して積極的な情報の収集・管理を行いながら、

不当要求を受けた場合への解決を図る体制を整えております。
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株主資本等変動計算書

（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

(単位：千円)
　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 500,000 249,075 61,400 191,625 1,920,000 153,838 2,326,864

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △38,810 △38,810

当 期 純 利 益 86,449 86,449

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,019 3,019 ―

株主資本以外の項目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 △3,019 50,659 47,639

当 期 末 残 高 500,000 249,075 61,400 188,606 1,920,000 204,497 2,374,504

　
株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △217,764 2,858,174 27,929 27,929 2,886,103

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △38,810 △38,810

当 期 純 利 益 86,449 86,449

自 己 株 式 の 取 得 △122 △122 △122

自 己 株 式 の 処 分 78 78 78

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

株主資本以外の項目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

21,837 21,837 21,837

当 期 変 動 額 合 計 △44 47,594 21,837 21,837 69,432

当 期 末 残 高 △217,809 2,905,769 49,766 49,766 2,955,536
　

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価額に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定しております。）

時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま

す。
① 商品・製品・原材料
総平均法

② 未成工事支出金
個別法

2. 固定資産の減価償却の方法
(1) リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降取得した建物 (建物附属設備を除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物及び構築物 ７年～50年 機械及び装置 ９年～13年
また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。
(2) リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。
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3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上してお

ります。
(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金
共済制度による退職金の支給見込額を控除した額、及び当事業年度末における
株式給付規程に基づく期末勤務ポイントに基づき当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見積額を計

上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
売上の計上基準は、原則として出荷基準によっておりますが、建築設備部の売

上は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準
を適用しております。
また、商品のうち輸入機械の据付工事を含む契約については、据付完了時点で

売上を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年３月

31日)を当事業年度より適用しております。
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(追加情報)
（株式給付型ＥＳＯＰ制度について）
当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして当社の株式を給付し、当社の

株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することに
より、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、
「株式給付型ＥＳＯＰ」（以下「本制度」という）を導入しております。
1.取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規定に基づき、一定の資格等級以上の当
社の従業員が退職した場合等に、退職者等に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に当社の業績と従業員の人事考課結果に応じてポイントを付与

し、従業員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退
職者等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含
め取得し、信託財産として分別管理するものとします。当該信託設定に係る金銭
は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的利益を収受す

ることができるため、株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待
できます。また、本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使には、
受益者候補である従業員の意思が反映されるため、従業員の経営参画意識を高め
る効果が期待できます。

2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)

により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数
前事業年度38百万円、248千株、当事業年度38百万円、247千株

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
新型コロナウイルス感染症は、企業活動に広範な影響を与える事象であり、今

後の拡がり方や収束時期を正確に予想することは困難であります。こうした状況
の中、当社は、外部の情報等を踏まえて、同感染症が翌会計年度において徐々に
収束していくと仮定し、会計上の見積りを行っております。
同感染症が収束せず、当該影響が長期間継続することとなった場合には、将来

キャッシュ・フロー等の前提条件に影響を与え、固定資産の減損損失が発生する
可能性があります。
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(貸借対照表に関する注記)
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

建 物 619,974千円

土 地 493,921 〃

計 1,113,896千円

　 (2) 担保に係る債務

１年内返済予定長期借入金 28,668千円

長 期 借 入 金 665,547 〃

計 694,215千円

2. 資産から直接控除した減価償却累計額

　 有形固定資産 3,844,353千円

(損益計算書に関する注記)
特記すべき事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数(株)

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数(株)

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数(株)

普 通 株 式 3,568,000 ― ― 3,568,000

2. 自己株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数(株)

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数(株)

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数(株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数(株)

普 通 株 式 581,914 89 500 581,503

(注)1 当社は、2011年11月25日開催の取締役会において、「株式給付型ESOP信託」を導入することを
決議いたしました。この導入に伴い、2011年12月16日付で日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口)が当社株式を250,000株取得しております。なお、2021年３月31日現在において
信託口が所有する当社株式247,600株を自己株式に含めて記載しております。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で合併により株式会社
日本カストディ銀行に商号変更しております。
3 （変動事由の概要）

　 増減数の内訳は、次のとおりであります。
　 単元未満株式の買取による増加 89株
　 信託が保有する当社株式交付に伴う減少 500株
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3. 剰余金の配当に関する事項
(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日
効 力
発 生 日

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 38,810 12
2020年
３月31日

2020年
６月29日

(注)1 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金
2,977千円を含んでおります。
2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で合併により株式会社
日本カストディ銀行に商号変更しております。

(2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日
効 力
発 生 日

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 32,340 10
2021年
３月31日

2021年
６月30日

(注)1 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対する配当金2,476千円を含んで
おります。
2 株式会社日本カストディ銀行は、2020年７月27日付で合併により日本トラスティ・サービス

　 信託銀行株式会社から商号変更しております。

4. 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項
(1) 当期首及び当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数

当期首 248,100株 当期末 247,600株

(2) 配当金の総額に含まれる信託が保有する自社の株式に対する配当金額

2,476千円
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(金融商品に関する注記)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主にコンクリート製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に
照らして、必要な資金のうち自己資金でまかなえない部分は金融機関、あるい
は資本市場より調達することとしております。一時的な余資は定期預金等、安
全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借入により調達する方
針であります。デリバティブ取引はリスク回避する手段に限定して利用するこ
ととし、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに

晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携、あるいは
資本提携等を目的とする株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であり
ます。また、その一部には、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建ての債務が
あり、為替の変動リスクに晒されております。外貨調達は実需の範囲内で必要
都度、機動的に行っております。借入金及びファイナンス・リース取引に係る
リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償
還日は決算日後、最長で29年８ヶ月後であります。なお、決算期末日現在デリ
バティブ取引に該当する取引はありません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権について、取引権限を定めた社内規程に則り、各事業部門

及び管理部が主体となって主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしてお
ります。取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての仕入債務について、月次で通貨別に為替の変動リスクは

把握しつつ実需の範囲で必要最小限を調達するポジションを維持し、為替相場
に対してはニュートラルな姿勢で対応することとしております。なお当社は決
算期末日現在外貨建ての売掛債権はありません。投資有価証券については、定
期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関
係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理
当社は、各部門からの報告に基づき経理財務室が適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手元流動性を売上高の２か月分相当に維持すること、また、
金融機関からの資金調達手段の多様化などにより、流動性リスクを管理してお
ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。
（単位：千円）

科目
貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 783,096 783,096 ―

(2) 受取手形 358,159 358,159 ―

(3) 電子記録債権 175,697 175,697 ―

(4) 売掛金 403,448 403,448 ―

(5) 完成工事未収入金 364,362 364,362 ―

(6) 投資有価証券

　① その他有価証券 103,028 103,028 ―

(7) 破産更生債権等 36,327

　 貸倒引当金（※１） △36,327

― ― ―

資産計 2,187,792 2,187,792 ―

(1) 支払手形 396,012 396,012 ―

(2) 買掛金 140,065 140,065 ―

(3) 工事未払金 143,721 143,721 ―

(4) 未払金 64,470 64,470 ―

(5) 短期借入金 400,000 400,000 ―

(6) 長期未払金 27,000 26,679 △320

(7) 長期借入金（※２） 772,751 772,751 ―

負債計 1,944,020 1,943,700 △320
　
（※１）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）１年内返済予定の長期借入金を含めております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 資産
① 現金及び預金、② 受取手形、③ 電子記録債権、④ 売掛金、⑤完成工事
未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 投資有価証券
時価の算定方法は、取引所の価額によっております。

　また、その他有価証券において、種類ごとの取得価額、貸借対照表計上額
及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
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　 （単位：千円）

種類
貸借対照表

計上額
取得価額 差額

貸借対照表計上額が

取得価額を超えるもの

(1) 株式 89,594 36,182 53,412

(2) 債券 ― ― ―

　① 国債・地方債等 ― ― ―

　② 社債 ― ― ―

　③ その他 ― ― ―

(3) その他 13,433 5,219 8,214

小計 103,028 41,401 61,627

貸借対照表計上額が

取得価額を超えない

もの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券 ― ― ―

　① 国債・地方債等 ― ― ―

　② 社債 ― ― ―

　③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 103,028 41,401 61,627

⑦ 破産更生債権等
時価は、帳簿価額から個別貸倒引当金を控除した額により算定しておりま

す。

(2) 負債
① 支払手形、② 買掛金、③ 工事未払金、④ 未払金、⑤ 短期借入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
⑥ 長期未払金
時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フ

ローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現
在価値により算定しております。

　 ⑦ 長期借入金

すべて変動金利であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価
額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　 （単位：千円）

科目 区分 貸借対照表計上額

投資有価証券（※１） 非上場株式 0

（※１）市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6) 投資有価証券」
には含めておりません。
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(賃貸等不動産に関する注記)
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、大阪府、兵庫県、岡山県、東京都及び京都府において、賃貸用オフィ
スビル、賃貸用商業施設、賃貸用住宅、賃貸用店舗、賃貸用駐車場等を有してお
ります。

2. 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算
日における時価及び当該時価の算定方法

（単位：千円）

貸借対照表計上額
決算日における

時価当事業年度期首

残高

当事業年度

増減額

当事業年度末

残高

遊休地 417,667 139 417,806 787,452

オフィスビル 312,296 △2,057 310,239 259,009

商業施設 19,453 △1,270 18,183 43,686

住宅 429,147 408,807 837,955 781,664

賃貸店舗 248,072 9,380 257,452 228,892

駐車場等 28,133 △7,336 20,796 23,347

合計 1,454,772 407,661 1,862,433 2,124,053

　 (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 主な変動

増加 固定資産の取得 426,483千円

修繕工事 3,395千円

減少 減価償却費 22,470千円

3. 当事業年度の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に準ずる評価
書等に基づく金額であります。

3. 賃貸等不動産に関する損益
当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、34,579千円であります。なお、賃貸損益

は売上高、主な賃貸費用は売上原価に計上しております。
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　役員退職慰労引当金 10,962千円

税務上の繰越欠損金 13,267千円

　未払役員退職金 11,926千円

　賞与引当金 13,761千円

　たな卸資産評価損 2,158千円

　退職給付引当金 41,368千円

　貸倒引当金 11,108千円

　固定資産減損損失 147,421千円
　投資有価証券評価損 21,211千円

　資産除去債務 40,443千円

　その他 4,312千円

繰延税金資産小計 317,944千円

評価性引当額 △317,944千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金 △83,082千円

　その他有価証券評価差額金 △11,860千円

　アスベスト除去費用 △2,403千円

繰延税金負債合計 △97,346千円

繰延税金負債の純額 △97,346千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
特記すべき事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
　特記すべき事項はありません。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 　989円63銭

１株当たり当期純利益 28円95銭
(注) 総額法の適用により計上された自己株式については、１株当たり当期純利益の算定上、期

中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めて

おります。
期末の当該自己株式の数 247,600株 期中平均の当該自己株式の数 248,056株

(その他の注記)

　記載金額は、表示の数値未満を切り捨てて表示しております。
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